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新型コロナウイルス感染症拡大に伴い全国へ「緊急事態宣言」が発出されました。 

不要不急の外出は避け三密（密閉・密集・密接）をしない。７～８割の人との接触を減らし約２メートル空ける

ソーシャルディスタンシングの実行が新型コロナウイルス感染を鎮静化させることに繋がります。 

会員の皆様においては感染防止対策とあわせ、事業経営にも多大な影響が生じていると思われることから一日も

早く感染拡大に歯止めをかけ、従来の事業経営に戻ることを心から願っています。 

商工会は、国・県・関係各所から施行される新たな支援策のご案内や経営サポートに取り組んでいますので、ご相

談等ございましたら商工会へお尋ねください。 

【商工会窓口】緊急事態宣言発令の間 

〇ご来館名簿への記入 

〇ご来館者へ手指消毒のお願い 

〇商工会 1 階事務室の定期的な換気 

〇職員マスク着用での接客・応対 

〇ソーシャルディスタンシングの実行（約 2 メートルの距離） 

 緊急事態宣言発令中の間、会員事業所への巡回並びに事務連絡に関 

しては、急務を除き控えさせていただいています。 

ただいま金融相談、給付金、雇用相談に多くの問い合わせがあり、 

窓口での対応については、密集の観点から予め電話でのお問い合わせ 

の上、ご来館をお願いしております。皆様の行動が、ご自身を守り、 

周りの方を守ることに繋がりますので、ご理解とご協力をお願いいた 

します。 

 

 

芦屋町商工会 

TEL；093-222-2111 

FAX：093-222-1201 

E-mail：ashiya@shokokai.ne.jp 

 

 

 

 

新型コロナウィルスにより飲食店が甚大な被害を

被っている現状を打破するため、芦屋町、芦屋町観光

協会、芦屋町商工会が協力して企画した当プロジェク

トは現在参加店舗を随時募集しております。テイク

アウトまたはデリバリーが可能な事業者様は奮って

ご参加ください。 

 

お問い合わせ：芦屋町商工会（093-222-2111） 
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４月１日から芦屋町商工会勤務になりました、 

経営指導員の西住 孝宏です。 

現在、新型コロナウィルス感染症の猛威で 

多くの事業者へ影響が出ています。 

可能な限り支援をして参りますのでどうぞ 

よろしくお願いいたします。 

 

自慢の鰆グルメでグランプリを競う、第 4 回「さわらサミット 2020 in 芦屋町」が、去る 2/23（日）にボートレース芦屋で開

催されました。今回は、第 4 回目の開催となり 14 店舗が出店しました。期間中の来場者は、約 8,000 人に達し、各店舗の自慢の

逸品に舌鼓を打つお客様で、会場は大いに盛り上がりを見せていました。なお、投票の結果、グランプリは、海辺の料理旅館はつしろ

の「サワラナゲット」、準グランプリに花さぬきの「さわらうどん」、第 3 位にカスタムスナックバーの「サワラバーガー」が選ばれ

ました。また、3/8（日）までの期間限定で、町内を始めとした飲食店 15 店舗で鰆メニューの提供を行う「さわらフェア」も開催さ

れ、芦屋町の新たな特産品となった鰆を PR するイベントとなりました。 

 

   
 
 

去る 3 月 27 日（金）に開催された理事会で承認されまし

た新規会員の方をご紹介します。    （※敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※延納の届出を事前に出されている方の延納分の振替日

は、6/1（月）です。延納分については利子税がかかるこ

とがありますのでご注意ください 

 

 

 

令和 2 年度分の所得税及び消費税の振替納付日が

近づいております。振替納税をされる方は、指定口

座の預金残高を事前に必ずご確認ください。（※納

付期限を過ぎると延滞税が加算されますので、くれ

ぐれもご注意ください） 

※新型コロナウィルスの影響により、納税が困難な

方は税務署に申請することで納税が猶予されます。

又、現在の国会では、経済対策により納税者に有利

な特例制度が施行される予定です。詳細はお近くの

税務署にお問い合わせください。 

※特例制度は関連法案が国会で成立することが前提

です。 

 

 

商工会は、令和 2 年 5 月 2 日（土）～令和 2 年 5 月 6 日（水）

の期間は休館いたします。 

連休前の最後の商品券換金日は 5 月 1 日（金）の 10 時～16 時迄です。

連休明けは 5 月 8 日（金）10 時より換金事務を開始いたしますので、 

お急ぎの方は、お早目に換金をお済ませください。 

ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

表彰式の終了後に行われた出店者による
記念撮影 

芦屋町商工会特産品開発プロジェクトブース

における特産品の販売を行いました！ 

経営指導員 

西住 孝宏 

新任のご挨拶 

 

税金に関する無料相談会を下記の日時で行います。

相談をご希望される方は事前に商工会（☎222-

2111）までお電話でお申込みください。 

 
◇日 時：5 月 11 日（月）、15 日（金）、25 日（月） 

 ※時間はいずれも 10 時～16 時です 
◇講 師： 芦屋町商工会専坦税理士 澤田 一弘先生 

            

 

企業名・代表者     所在地   業種 

Gauze(ガーゼ) 芦屋町船頭町 10-

14 

外構工事 

造園工事 小畑 裕 

日本建物株式会社 芦屋町緑ヶ丘 

1-8 
不動産賃貸業 

利本 保徳 

 

 

  

芦屋町商工会の第２９回通常総代会の開催は、５月２２日(金)を予

定しています。例年多くの総代の皆様にご出席を賜り厚く御礼申し

上げます。 

現在、福岡県では新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態

宣言がなされ、緊急事態措置が実施されています。このため、感染の

拡大を防ぐため、今回の総代会は、最低限の人数による開催とし、総

代の皆様には「書面議決書」の提出をもって、総代会を出席とみなす

ことといたします。議案書及び書面議決書等については、５月連休後

に配布いたしますので、ご了承ください。 
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